
（第２条関係）様式第１号

個人情報ファイル簿

作成年月日（修正した場合にあ 令和７年４月１日

っては直近の修正年月日）

個人情報ファイルの名称 貸出カード申請者ファイル

実施機関等の名称 徳島県知事

個人情報ファイルが利用に供さ 徳島県こども未来部男女参画・青少年課

れる事務をつかさどる組織の名

称

個人情報ファイルの利用目的 書籍等の貸出しに必要な利用者登録を行うため

記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号

記録範囲 貸出カード申請書を提出した者

記録情報の収集方法 本人から

要配慮個人情報 □含まれる ■含まれない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名 （名称）徳島県こども未来部男女参画・青少年課

称及び所在地 （所在地）〒770-8570

徳島県徳島市万代町１丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の －

法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 □法第６０条第２項第２

（電算処理ファイル） 号

（マニュアル処理ファ

政令第２１条第７項に該当 イル）

するファイル

□有 ■無

行政機関等匿名加工情報の提案 □該当する ■該当しない

の募集をする個人情報ファイル

行政機関等匿名加工情報の提案 （名称）－

を受ける組織の名称及び所在地 （所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 （行政機関等匿名加工情報の本人の数）－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）－

作成された行政機関等匿名加工 （名称）－

情報に関する提案を受ける組織 （所在地）－

の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工 －

情報に関する提案をすることが

できる期間

備考



（第２条関係）様式第１号

個人情報ファイル簿

作成年月日（修正した場合にあ 令和７年４月１日
っては直近の修正年月日）
個人情報ファイルの名称 女性相談管理システム
実施機関等の名称 徳島県知事
個人情報ファイルが利用に供さ 徳島県こども未来部男女参画・青少年課
れる事務をつかさどる組織の名
称
個人情報ファイルの利用目的 こども女性相談センター（女性支援）の相談業務にお

いて、対応と記録のために利用するため
記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５年齢、

６性別、７外国人、８障害者手帳、９職業、１０施設
入所、１１経由機関、１２婚姻関係、１３暴力の有無
、１４加害者との関係、１５相談主訴、１６相談要旨
、１７処理状況、１８協力依頼機関、１９相談時間、
２０通報、２１売防法該当

記録範囲 ＤＶ被害者、性暴力被害者等の相談者
記録情報の収集方法 相談者から収集
要配慮個人情報 ■含まれる □含まれない
記録情報の経常的提供先 －
開示請求等を受理する組織の名 （名称）こども未来部（中央・南部・西部）こども女
称及び所在地 性相談センター

（所在地）
（中央）徳島県徳島市昭和町５丁目５番地の１
（南部）徳島県阿南市領家町野神３１９番地
（西部）徳島県美馬市穴吹町穴吹字明連２３番地

訂正及び利用停止に関する他の －
法令の規定による特別の手続等
個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 □法第６０条第２項第２

（電算処理ファイル） 号
（マニュアル処理ファ

政令第２１条第７項に該当 イル）
するファイル

□有 ■無
行政機関等匿名加工情報の提案 □該当する ■該当しない
の募集をする個人情報ファイル
行政機関等匿名加工情報の提案 （名称）－
を受ける組織の名称及び所在地 （所在地）－
行政機関等匿名加工情報の概要 （行政機関等匿名加工情報の本人の数）－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）－
作成された行政機関等匿名加工 （名称）－
情報に関する提案を受ける組織 （所在地）－
の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加工 －
情報に関する提案をすることが
できる期間
備考


